
国 自旅第 34号 の 3

平成 21年 5月 21日

石川県

介護保険担当部長 殿

運営協議会において定められた独自の基準に対する考え方について

自家用有償旅客運送については、平成 18年 10月 1日 の改正道路運送法の施行後の

状況について、同年 12月 より「自家用有償旅客運送フォローアップ検討会」を開催 し、

制度のあり方等について検討を行つてきたところですが、運営協議会において、関係法

令 口通達に定められていない独 自の基準 (以下 「ローカルルール」と言 う。)が 定めら

れ、当該ローカルルールの中に、自家用有償旅客運送に過度な制限を加えているものが

あるとの指摘がなされたところです。

こうした指摘を踏まえ、今般、ローカルルールに対する考え方について、別添のとお

り 「運営協議会において定められた独自の基準に対する考え方について」(平成 21年

5月 21日 付け国自旅第 34号 )と して地方運輸局自動車交通部長及び沖縄総合事務局

運輸部長あて通達 したところです。

つきま しては、本通達の趣旨についてご理解の上、引き続き、自家用有償旅客運送の

円滑な実施に向けご協力をいただきますとともに、関係市町村に対する周知方につきま

しても、ご協力下さいますようお願い申し上げます。

なお、本趣旨については、厚生労働省へも通知済みであることを申し添えます。
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国 自 旅 第 34号

平成 21年 5月 21日

各地方運輸局自動車交通部長 殿

沖縄総合事務局運輸部長 殿

自動車交通局旅客課長

運営協議会において定められた独自の基準に対する考え方について

自家用有償旅客運送については、平成18年 10月 1日の改正道路運送法の施行後の

状況について、同年12月 より「自家用有償旅客運送フォローアップ検討会」を開催し、

制度のあり方等について検討を行つてきたところt各 運営協議会において関係法令 口通

達に定められていない独自の基準 (以下 「ローカルルール」という。)が 定められ、当

該ローカルルールの中に、自家用有償旅客運送に過度な制限を加えているものがあると

の指摘がなされたところである。

こうした指摘を踏まえ、今般、ローカルルールに対する考え方を下記のとおり整理す

ることとしたので了知されるとともに、各運営協議会の主宰者と連携を図りつつ、本通

達の考え方に沿つた協議が行われるよう、遺漏のないよう取り計らわれたい。

なお、本件については、別添のとおり、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団

法人全国福祉輸送サービス協会会長あて通知したので申し添える。

記

1.運 営協議会において、当該地域における移動制約者の状況、タクシー等の公共交通

機関の整備状況等を踏まえ、自家用有償旅客運送について十分な検討が行われ、合理

的な理由に基づいて合意され、設けられたローカルルールについては、自家用有償旅

客運送に過度な制限を加えるものでない限り、排除されるものではない。

2.し かしながら、例えば、 1

① 一 度定められたローカルルールについて、その前提となる状況が変化しているに

も拘わらず、長期間、見直すことがない

② 個 別の事例につき適用された取り扱いを、他の事例の内容を吟味せず、地域で一

律のローカルルールとして適用する

といつた取り扱いであつて、自家用有償旅客運送に過度な制限を加えることとなつて

いるものは適当ではない。

3.こ のため、このようなローカルルールについては、移動制約者の状況、タクシー等

の公共交通機関の整備状況、自家用有償旅客運送の運営実態等について適時適切に検

討を行いつつ、その合理性について検証を行つていく必要がある。



4.ま た、平成18年 10月 1日の改正道路運送法の施行前に定められた日―カルルー

ルが現在においてそのまま適用されているものについては、現行制度に照らし、その

合理性について検証を行い、必要な見直しを行うことも必要である。


